


宮崎県公共事業評価

（目的）
公共事業の実施箇所において、その必要性と効

果について、客観的な評価を行い、効率的・効果
的な社会資本整備の実現を図る。

また、公共事業の実施や継続の決定プロセスの
透明化を進めるとともに、県民に対する説明責任
の向上を図ることを目的とする。



宮崎県公共事業評価

［事前評価］
事業着手前の段階において、事業着手の妥当性や優先度

を明確にする観点から、事業の重要度や投資効果（費用対
効果）による評価を行う。
［再評価］

事業着手後、一定期間を経過した時点で継続中である事
業箇所等について評価を行う。
［事後評価］

事業完了後、一定期間が経過した段階において、同種事
業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しに反映さ
せる観点から、事業の効果の発現状況や環境への影響等に
ついて評価を行う。



宮崎県公共事業事後評価
公共事業の完了後、一定期間が経過した段階において、同種事業の

計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しに反映させる観点から、
事業の効果の発現状況や環境への影響等について評価を行う。

事業の効果の発現状況

事業による環境の変化や環境の保全

施設の維持管理状況

事業の効果等の確認

今後の事業評価の必要性

改善措置の必要性

事業の効果等の確認

同種事業の計画・調査のあり方や
事業評価手法の見直しの必要性

同種事業へのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ



宮崎県公共事業事後評価

（事後評価の対象事業）
（１）事後評価の対象事業は、全体事業費５億円
以上のもの。

→ 北川・小川・多良田川 河川事業
約３８億円

（２）事後評価は、事業完了後、原則５年以内に
実施する。

→ 平成２５年度完了



宮崎県公共事業事後評価
（事後評価の実施）
（１）事業評価シートの作成する。
（２）事後評価の実施手順
（３）事業効果等の検証のために、学識経験者等から構成される付属
機関等が設置されている場合は、評価委員会に代えて、当該付属機関
等において審議を行うものとする。



北川・小川・多良田川
は、平成２９年度に審
査した結果、詳細審議
案件となった

平成30年3月14日実施



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業

事 業 名 河川事業 事 業 課 名 河川課

箇 所 名 五ヶ瀬川水系北川・小川・多良田川 市 町 村 名 延岡市

事 業 費 約38億円 事業期間 H15～H25 評価実施年月 平成31年3月

１　全体計画

平 面 図

　事業区間：延岡市北川町

　延　　長：L=11.6km

　　　　　　宅地嵩上　N=126戸（15地区）



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業

２ 事業目的

北川の上流域（小川合流点より上流）及び北川支川の小川、多良田川流域においては、平成９年９月の台風１９号、平成１６年１０月の
台風２３号により甚大な家屋浸水被害が生じ、地形的な制約から連続堤方式による改修が困難であるため、水防災対策特定河川事業として
宅地嵩上げを実施し、家屋の浸水被害の軽減を図ることを目的としている。

＜浸水被害状況＞

北川 白石地区の浸水状況（H9.9）

小川 野峰地区の浸水状況（H9.9） 多良田川
西之脇地区の浸水状況（H9.9）



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業

＜宅地嵩上げのながれ＞



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業

３ 事業効果の発現状況等

（１）事業効果の発現状況
１／２５確率規模の洪水時の水位を対象として宅地の嵩上げを実施しており、事業完了後において、同規模の洪水が発生しているが、家

屋の浸水被害は発生しておらず、事業効果が発現できている。また、浸水するおそれのある区域に、家屋の建築を制限する災害危険区域を指
定していることで、新たに浸水するおそれのある家屋は建築されていない。

発生年月 異常気象名
発生流量
(㎥/s)※

浸水家屋数(戸)

床上 床下 計

平成 9年 9月 台風19号 5,000 58 97 155

平成16年10月 台風23号 4,900 69 32 101

平成28年 9月 台風16号 4,000 0 0 0

平成29年 9月 台風18号 4,600 0 0 0

※H9年・H16年は熊田観測所、H28年・H29年は長井観測所の流量
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激特事業の効果

宅地嵩上げの効果
浸水被害の解消

深瀬地区の浸水状況（H9.9）

H9年台風19号・H16年台風23号規模の水位（約5000㎥/s）
H29年台風18号時の水位（4,600㎥/s）
H28年台風16号時の水位（4,000㎥/s）

嵩上げ前

嵩上げ後



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業

（２）土地所有者（宅地嵩上げ）の評価

宅地嵩上げによる浸水被害軽減の効果を９割の方が認めている一方で、台風時に避難をした人や災害危険区域指定の認知度が３割と低
い状況にあり、ソフト対策の充実が課題。
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アンケート回答者の内訳

男性 女性 回答無

アンケート回答の内訳

男性 女性 回答無 回収率

北川流域 10 15 6 80.6%

小川流域 33 7 34 54.1%

多良田川流域 5 1 15 28.6%

計 48 23 55 56.3%



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業
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避難しなかった理由
・長年の経験で大丈夫、家まで浸水することはない、
嵩上げしているから安全と判断したため
・裏山に避難することができるため
・道路が冠水して出られなかったため
・避難する場所がないため
・避難所までが遠い
・連絡がなかったため

(人) (人)

(人)

【Ｑ１】宅地嵩上げ工事が完了したことにより洪水

に対する浸水被害の軽減に効果があったか

【Ｑ２】この地区に災害危険区域が指定されている
ことを知っているか

効果ありの回答者 約９割

避難率 約３割

認知度 約３割

【Ｑ３】平成28年及び29年の台風時に避難したか



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業
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改善点
・嵩上げ高が浸水実績高のため、もう少し余裕がある
と安心できる
・Ｌ型擁壁で嵩上げし、少しでも広くしてほしい
・坂路の勾配を緩くする
・周辺道路の嵩上げ
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効果があった点
・安心して生活できる
・新築をおこなって耐震性が向上した
・嵩上げにあわせて家の改修を行い、生活環境が良く
なった
・窓から外を見ながら食事ができるようになり、見晴ら
しがよくなった

(人)

(人)

【Ｑ４】宅地嵩上げ工事や完成した施設に改善点は
あるか

【Ｑ５】宅地嵩上げを行ったことで、浸水被害の軽
減以外の効果はあったか



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業
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(人) (人)

その他の意見等

・宅地嵩上げに感謝している
・この事業によって多くの住民がこの地にとどまったと考える
・河川の中の立木が繁茂し、土砂が堆積しているので、調査を行い、速やかにかつ定期的に除去してほしい
・最近、水田の浸水が多い
・北川での生活は不安、小川にも目を向けてほしい、住人の生活は小川の周りにたくさんある
・今後、予測を超える災害が心配で、二重三重の防災対策をやっていただきたい
・砂防ダムが満砂のため山崩れが心配
・北川ダムがどのくらい水を出すのかが不安、放流量の情報が欲しい
・森林伐採時の作業の管理など、厳しく指導してほしい

【Ｑ６】北川や小川などの県の河川管理は適切に行
われているか

【Ｑ７】宅地嵩上げ完了後、北川や小川の生態系
や水質等の河川環境や景観はどうなったか



【事後評価】北川・小川・多良田川 河川事業

４ 事業による環境の変化や環境の保全

宅地の嵩上げであるため、事業による周辺環境の改変はなく、そのまま保全されている。

５ 施設の維持管理状況

宅地嵩上げ後の施設は、所有者に引き渡しを行っており、河川管理者として維持管理している施設はなく、
所有者から引き渡した施設に変状が生じている等の報告もない。
また、宅地嵩上げの効果が継続的に発現するよう、堆積土砂の除去を行っている。

６ 今後の事後評価の必要性

事業実施後に計画規模相当の洪水が発生しているが、家屋の浸水被害はなく、事業効果が確認できたことか
ら、今後の事業評価の必要性はないと考えられる。

７ 改善措置の必要性

事業効果が発現できており、また環境への負荷も認められないことから、改善措置の必要性はないと考えら
れる。

８ 同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の必要性

○盛土材の確保に関し、他工事発生土の調整等、建設副産物の有効利用を図る必要がある。
○計画を上回る大規模災害への備えとして、浸水時の孤立化を防ぐための早期避難に関する住民への意識付
け、救急体制づくり等、事業着手時から市や地元と一体となったソフト対策に取り組んでいくことが望ま
しいと考えられる。


